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教育・保育提供区域の設定について 

 

１ 教育・保育の提供区域とは 

子ども・子育て支援法第 61 条第２項により、市町村は、子ども・子育て支

援事業計画において、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、教育・

保育を提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して、区

域を設定することとされている。 

 

２ 国の考え方（区域設定のポイント） 

国は、子ども・子育て支援法に基づく基本指針で、市町村が区域を設定する

際のいくつかのポイントを提示している。 

 

① 地理的条件、人口、交通事情その他社会的条件、教育・保育を提供するた

めの施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案する 

② 小学校区単位、中学校区単位、行政区単位等、地域の実情に応じて、保護

者や子どもが居宅から容易に移動することが可能な区域を定める必要があ

る 

③ 区域は、教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を通じて共通の区域

設定とすることが基本となる 

 

（認定区分） 

１号 … ３～５歳で、教育のみを必要とする子ども（現行幼稚園利用） 

２号 … ３～５歳で、保育を必要とする子ども（現行保育所利用） 

３号 … ０～２歳で、保育を必要とする子ども（現行保育所利用） 

 

３ 葉山町の状況 

（１）幼稚園の利用状況（１号認定相当） 

町では、幼稚園通園者について正確な情報を把握していない。 

しかし、通園バス等により、基本的には町内どこからでも通園が可能なも

のと認識している（町外からの利用者も多い）。 

 

（２）保育所の利用状況（２号、３号認定相当） 

地域差はあるが、２つの認可保育所に町内すべての地区（字）から入所し

ている（５の参考データを参照）。 

 

（３）留意点 

・ 町内の移動は車利用が前提だが、近年、車のない転入者が増えている。 

・ 公共バスの路線では、長柄地区は他の地区と分離している。 

・ 来年度に新しく３つの認可保育所等（新設１、認可外からの移行２）の

開設を予定している。 
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４ 対応案 

幼稚園、保育所の現在の利用状況をふまえて、葉山町では、（１号～３号す

べて）区域の設定を１区域とする。 

ただし、今後の状況をふまえ、計画の見直し時期にあわせて、再検討を行う

ことも考えられる。 

※ 放課後児童クラブについては、小学校区を中心に検討を行う。 

 

５ 参考データ（平成 26年７月１日現在の葉山町の保育所入所状況） 

（１）葉山保育園 

居住地区（字） 児童数 割合 

一色 42 35％ 

堀内 37 31％ 

長柄 24 20％ 

木古庭・上山口 4 3％ 

下山口 13 11％ 

合計 120 100％ 

 

（２）葉山にこにこ保育園 

居住地区（字） 児童数 割合 

一色 13 14％ 

堀内 17 18％ 

長柄 48 50％ 

木古庭・上山口 6 13％ 

下山口 12 6％ 

合計 96 100％ 

 

（３）管外保育 

保育所の所在地 児童数 備考 

逗子市 7 長柄 5、その他 2 

横須賀市 24 木古庭・上山口 16、その他 8 

横浜市 6 
勤め先の方面など 

その他 2 

合計 39  
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（第２回神奈川県子ども・子育て会議の資料３を加工して作成）

横浜市 横須賀市 藤沢市 逗子市 葉山町 県外
受入人数
合計

横須賀市 29 29

鎌倉市 2 2

逗子市 46 46

葉山町 2 122 1 196 585 1 907

通園人数
合計

2 122 1 196 662 1

横須賀市 逗子市 葉山町
受入人数
合計

横浜市 4 4

横須賀市 21 21

逗子市 7 7

三浦市 2 2

葉山町 2 3 244 249

入所児童
数合計

2 3 278

（うち葉山町内の保育所に入所している児童は244名）

幼稚園　広域利用の状況

（私立幼稚園長時間預かり保育支援事業等に関する調査（平成25年10月調査実施））

入所児童居住市町村

葉山町内に居住する幼稚園児は662名

（うち葉山町内の幼稚園に通園する園児は585名）

葉山町内に居住する保育所入所児童は278名
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保育所　広域利用の状況

（保育所の広域利用の状況調査票（平成25年4月1日現在））
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